
太田市畜産臭気等環境対策事業費補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、畜舎周辺の環境の保全を促進し、畜産経営の健全な発展及

び畜産振興を図ることを目的に、市内の農業協同組合及び組織団体（以下「組

合等」という。）が畜舎内外の臭気等の環境改善事業（以下「事業」という。）

に要する経費の一部に対し予算の範囲内で太田市畜産臭気等環境対策事業費

補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、太田市補助金等

に関する規則（平成１７年太田市規則第７６号）に定めるもののほか、必要な

事項を定めるものとする。 

 （補助金の対象経費） 

第２条 補助金の対象となる経費は、事業に要する経費のうち次に掲げるもの

とする。 

⑴ 消臭効果のある飼料添加物及び薬剤等購入費 

⑵ 害虫等の発生を防ぐための殺虫剤購入費 

⑶ 堆肥用ビニールシート購入費 

⑷ その他市長が必要と認めるもの 

 （補助金の額） 

第３条 補助金の額は、予算の範囲内とし、補助対象経費の総額の３分の１以内

の額（その額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）

とする。 

 （書類の整備等） 

第４条 補助金の交付を受けた組合等は、補助事業に係る収入及び支出につい

ての証拠書類を整備し、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計

年度から５年間保管しておかなければならない。 

 （その他） 

第５条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和６年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この要綱

の失効の際現に補助金の交付の決定を受けた組合等については、第４条の規



定は、なおその効力を有する。  

附 則 

この要綱は、平成２４年３月３１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年３月３１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年３月３１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年３月３１日から施行する。  

 

 

 

  

 


